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(注) 公益目的支出計画実施法人
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内閣府公益認定等委員会

平成３０年６月末現在の法人数等

公
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会
だ
よ
り

詳しい公益法人制度の内容や申請手続については

をご覧ください

内閣府

■ P.２、３
平成２９年度 会計研究会について

■ P.４
次期電子申請システムへの切り替えについて

■ P.５
内閣府・都道府県窓口一覧、窓口相談に

ついて

■ P.６
公益認定申請サポートに関する情報・法人
運営相談等について

※次号は９月発行予定です

公益法人数
一般法人数
（注）税額控除

法人数

内閣府
社 団 806 123 627
財 団 1,675 329 848

都道府県
社 団 3,360 113 3,984

財 団 3,714 446 2,920

合 計 9,555 1,011 8,379

平成３０年１１月１９日（予定）から、
電子申請システムが新しくなります。
※ 画像は、切り替え前システムの画面。

お 知 ら せ



平成２９年度
公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について

～公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会～

現状の特定費用準備資金の 要 件 の 明 確 化

平成29年度において、公益法人の会計に関する研究会（以下「研究会」という。）は、5回にわたり諸課題
の審議を行いました。その結果を平成30年6月15日の委員会で報告し、承認を得て公益法人informationに
公表しました。

お 知 ら せ

今回は、その一部の内容についてご紹介致します。

対象事業 要 件

新規事業 既存事業 目 的 規 模 期 間

（
通
常
型
）

現

状

［１］将来の費用支出の増加が見込まれる
場合

○ ○
具体的な

説明
個別具体
的な計画

最長10年
を目安

［２］① 将来の収入の減少が確実に見込
まれる場合※注１

－ ○
具体的な

説明
個別具体
的な計画

最長5年分

特定費用準備資金の活用が低調（内閣府
認定法人では２０％程度）

公益法人の責に帰することができない事
情による収入減少の可能性あり

課 題

通常型：より多くの公益法人が現状の特定費用準備資金を
活用できるよう、 要 件 を 明 確 化 します。

特例型：特費積立の要件を 弾 力 化 し、従来認められ
ていなかった新たな特定費用準備資金の計上を認
めます。

解 決 法

※注１：過去の実績等及び将来見込みから収入減少の見込みを明示する必要があります。

◆ 特定費用準備資金の 弾 力 化 （新たな特定費用準備資金）
上記、［１］及び［２］ ①で対応できないと主張する法人からは、その理由に関してガバナンスを踏まえ、

事業の安定性・継続性を中心に合理的な説明を求めて特定費用準備資金の計上を認めます。

対象事業 要 件

新規事業 既存事業 目 的 規 模 期 間

特
例
型

［２］② 将来的に収入の安定性が損なわれ
るおそれがあり、専ら法人の責に帰すこ
とができない場合※注２

－ ○
具体的な

説明

蓋然性の
高さに係
る見込み

最長5年分

２

１．特定費用準備資金の運用の点検及び遊休財産額算定の際に控除される財産の明確化
２．財務諸表における勘定科目の明確化
３．別表Ｈ簡便版の作成のフォローアップ

報 告 書 の 内 容

特 定 費 用 準 備 資 金 の 運 用 の 点 検 に つ い て

① 公益法人が特定費用準備資金の積立要件を説明するに当たり、当該公益法人の責に帰すことができない
事情により将来の収入減少が見込まれることについて、法人の理事会、評議員会又は社員総会、監事等
の認識を踏まえた説明をすること。

② 当該積立額に相当する資金が必要となる理由の説明をすること。

③ 当該積立の期間は最長で５年であり、その期間が合理的であること。

例：政策変更に伴う補助金の削減の見込みなど。

※注２：該当する場合の条件のまとめ



「他会計振替前当期一般正味財産増減額」の
勘定科目の追加

正味財産増減計算書内訳表

Ⅰ 一般正味財産増減の部
…
2．経常外増減の部

…
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
…

他会計振替額の直前に「他会計振替前当期一般正味
財産増減額」を追加

３

研究会の報告書等は「公益認定information」からご覧いただけます。

公益認定informationトップページ➡「内閣府からのお知らせ」➡
“「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」及び「公益法人会計基準の
運用指針の一部改正」の公表について”をクリック

これらの措置については、平成30年４月１日
以降開始する事業年度から適用します。ただし、
早期の適用を妨げません。

関連して「公益法人会計基準」の運用指針
「12．財務諸表の科目」及び「13．様式」が改
正となりました。

適 用 時 期 等

勘定科目を明確化します。

解 決 法

① 一般正味財産増減の部に計上される為替差損益
ⅰ）時価法を適用した投資有価証券に係る為替差損益

以下の評価損益等の勘定科目に為替差損益を含め
て計上する。
・基本財産評価損益等
・特定資産評価損益等
・投資有価証券評価損益等

「 為 替 差 損 益 」 の 勘 定 科 目 及 び 為 替 差 損 益 と 評 価 損 益 と の 関 係

② 指定正味財産増減の部に計上される為替差損益
以下の評価損益等の勘定科目に為替差損益を含めて計上する。
・基本財産評価損益等
・特定資産評価損益等

ⅱ）その他の為替差損益
経常収益及び経常費用に為替差益及び為替差損の
勘定科目で表示

外貨建債券等の決裁時における換算差額を処理するための、
為替差損益等の科目例示がなく、処理方法が不明確

課 題

現状の様式によると他会計振替額の直前で一般正味財産の
増減額が集計されていないことにより、他会計振替額の蓋
然性を直ちに確認できない状況

財 務 諸 表 に お け る 勘 定 科 目 の 明 確 化

https://www.koeki-info.go.jp/index.html

https://www.koeki-info.go.jp/index.html


平成３０年１１月１９日（予定）から、
電子申請システムが新しくなります。

４

（システム切り替えのお知らせ）
公益法人及び公益目的支出計画実施中の一般法人、

公益認定申請中・申請予定の一般法人の皆様へ

 システム切り替えにあたってのスケジュールは以下のとおりで
す （６月末現在） 。

切り替えまでの間、現行システムからのデータ移行作業のため、
週末を中心に、現行システムの停止をすることがあります。

システム切換えに関する詳細な情報については、公益法人
informationやメールマガジン、本誌「公益認定等委員会だより」
等で順次ご案内します。

ご利用の皆様にはしばらくの間ご不便をおかけし
ますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

１１月１６日（金） 現行システムの運用停止

システム切替え作業
（この期間に申請・届出を行うことはできません。）

１１月１９日（月） 新システムの運用開始



各行政庁公益法人行政主管部局一覧 （平成30年5月現在）

５

＜内閣府の公益認定申請窓口相談について＞
※窓口相談の時間は1回当たり約45分

機 関 名 電話番号（代表／直通）

国 内閣府
公益認定等委員会事務局

大臣官房公益法人行政担当室
03-5403-9669（相談専用）

03-5403-9555（代）

都

道

府

県

北
海
道
・
東
北
地
方

北海道 総務部法務・法人局法人団体課 011-204-5004（直）

青森県 総務部総務学事課 017-734-9079（直）

岩手県 総務部法務学事課 019-629-5039（直）

宮城県 総務部私学・公益法人課 022-211-2295（直）

秋田県 総務部総務課 018-860-1057（直）

山形県 総務部学事文書課 023-630-2056（直）

福島県 総務部私学・法人課 024-521-8226（直）

関
東
地
方

茨城県 総務部総務課 029-301-2239（直）

栃木県 経営管理部行政改革推進室 028-623-2226（直）

群馬県 総務部学事法制課 027-226-2148（直）

埼玉県 総務部文書課 048-830-2537（直）

千葉県 総務部政策法務課 043-223-2160（直）

東京都 生活文化局都民生活部管理法人課公益法人担当 03-5320-6727（直）

神奈川県 総務局組織人材部文書課 045-210-2461（直）

北
陸
・
甲
信
越
地
方

新潟県 総務管理部法務文書課 025-280-5017（直）

富山県 経営管理部文書総務課 076-444-3150（直）

石川県 総務部総務課 076-225-1232（直）

福井県 総務部情報公開・法制課 0776-20-0246（直）

山梨県 県民生活部私学・科学振興課 055-223-1359（直）

長野県 総務部情報公開・法務課 026-235-7057（直）

東
海
・
近
畿
地
方

岐阜県 総務部法務・情報公開課 058-272-1111（代）

静岡県 経営管理部総務局法務文書課 054-221-2866（直）

愛知県 総務部法務文書課 052-954-6022（直）

三重県 総務部行財政改革推進課 059-224-2231（直）

滋賀県 総務部総務課公益法人・宗教法人係 077-528-3145（直）

京都府 総務部政策法務課 075-414-4038（直）

大阪府 総務部法務課 06-6944-6093（直）

兵庫県 企画県民部管理局文書課公益・宗教法人班 078-362-3134（直）

奈良県 総務部法務文書課 0742-27-8329（直）

和歌山県 環境生活部県民活動団体室 073-441-2092（直）

中
国
・
四
国
地
方

鳥取県 総務部行政監察・法人指導課 0857-26-7884（直）

島根県 総務部総務課 0852-22-5014（直）

岡山県 総務部総務学事課 086-226-7198（直）

広島県 総務局総務課 082-513-2246（直）

山口県 総務部学事文書課 083-933-2130（直）

徳島県 監察局評価検査課 088-621-2031（直）

香川県 総務部総務学事課 087-832-3062（直）

愛媛県 総務部総務管理局私学文書課 089-912-2221（直）

高知県 総務部法務課 088-823-9160（直）

九
州
・
沖
縄
地
方

福岡県 総務部行政経営企画課 092-643-3030（直）

佐賀県 総務部法務私学課 0952-25-7002（直）

長崎県 総務部総務文書課 095-895-2114（直）

熊本県 総務部総務私学局県政情報文書課 096-333-2068（直）

大分県 総務部法務室 097-506-2272（直）

宮崎県 総務部総務課 0985-32-4477（直）

鹿児島県 総務部学事法制課 099-286-2245（直）

沖縄県 総務部総務私学課 098-866-2074（直）

窓
口
相
談
申
し
込
み
内
容

対 象 法 人
内閣府へ公益認定申請を
予定している一般法人

留 意 事 項
１.この窓口相談は公益認定申請の要件ではありません。
２.以下の法人の方は、予約申込を行うことができません。

（１）既に公益認定申請を行っている法人
（２）申請予定先行政庁が都道府県である法人

３.ご相談は、できる限り詳細な説明を行いますが、最終的な結果を保証
するものではありませんので、予めご了承願います。

４.初めて窓口相談を受けられる方には、現行の定款、事業の概要、財務
規模等が分かる資料（パンフレット等）をお願いすることがあります。

相 談 内 容
１.新規の公益認定申請に

関するご相談
２.定款の内容や変更等に

ついてのご相談

より詳しい申請手続きについては「公益法人information」をご覧ください。https://www.koeki-info.go.jp/index.html



・

公益認定申請サポート・法人運営相談等について

公益認定の申請や公益法人の運営を支援するため、内閣府では、各種のサポートを無料で提供

しています。公益認定申請を予定されている法人、法人運営（事業報告書の書き方、理事会・評
議員会の運営、変更認定申請等）についてのご相談は、以下のサポートをご活用ください。

■公益認定申請・法人運営に関する内閣府相談窓口

これから公益認定の申請に着手される法人を対象に1回
45分の窓口相談を実施しています。７月末から８月上旬に
かけて、９月分の予約を受け付けます。

窓口相談 《要事前申込》

電話 ０３－５４０３－９５５８
FAX ０３－５４０３－０２３１
メール sodan-juri@cao.go.jp

公益認定申請や公益法人の運営に関し、専門
相談員による電話相談を実施しています。

電話 ０３－５４０３－９６６９
時間 平日10時～16時45分

電話相談

本誌情報の申込み・応募方法などの詳細は、以下のサイトをご覧下さい。

多くの方に公益法人の活動を知っていただく
機会とするため、「公益法人information」及
び本誌（月１回発行）で、法人の活動紹介を
行っています。掲載のご希望がありましたら、
下記の連絡先までお問い合わせください。

活動紹介を希望する
公益法人を募集しています

https://www.koeki-info.go.jp/

■国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
「公益法人information」（https://www.koeki-info.go.jp/）について

６

●本誌についての問い合せ先
内閣府公益認定等委員会事務局広報係

※本誌の掲載内容を引用される際は、必ず内閣府の出典を明示し、原典を引用いただきますようお願いします。

電話 ０３－５４０３－９５２４
メール： koueki-info@cao.go.jp

公益法人制度に関する各種情報（法制度、公益認定申請や法人運営サポート、寄附等）を掲載しています。
個別の公益法人の検索もできます（トップページ➡「公益法人とは」➡「公益法人等の検索」をクリック）。

Facebook、Twitter、メールマガジンでも
公益法人に関する情報発信を行っています。

（詳細は、公益informationトップページ➡「窓口相談」）

内閣府が委嘱する相談員（弁護士、公認会計等）による相談会を全国で開催しています（1法人につき
1時間程度）。今後の開催予定は下記のとおりです。

（詳細は、公益informationトップページ➡「法人向けセミナー・相談会などのお知らせ」）

・７月25日（水）東京第二回：東京都港区 日本消防会館
・８月29日（水）東京第三回：東京都港区 日本消防会館
・９月５日

■公益認定申請及び公益法人・一般法人の運営に関する相談会《要事前申込》

（水）京都第一回：京都府京都市 キャンパスプラザ京都
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